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令和４年度 

行 政 監 査 結 果 報 告 書 
 

第１ 監査の基準 

この監査は、江南市監査基準（令和２年江南市監査委員告示第１号）に準拠し

て実施した。 

 

第２ 監査の種類 

 この監査は、地方自治法第 199条第２項の規定に基づく行政監査である。 

 

第３ 監査の対象 

令和４年度に契約期間のある委託契約における随意契約について、同時に実施

した定期監査の対象課のうち、以下の課が監査対象となった。 

 

スポーツ推進課、都市整備課、消防署、消防総務課、商工観光課、議事課、 

地方創生推進課、福祉課、農政課、保険年金課、都市計画課、生涯学習課、 

収納課、税務課、防災安全課 

 

第４ 監査の着眼点 

（１）地方自治法施行令第 167条の２第１項第１号～第９号の明示はあるか。 

（２）同じく第１号～第９号の例示に該当する、具体的な事由が記載されてい

るか。 

（３）委託目的に沿った契約となっているか。 

（４）予算額の算出根拠に客観性、妥当性が確保されているか。 

（５）予定価格が設定されているか。 

（６）２者以上の見積もりは取っているか。 

（７）１者随意契約の場合、他の者では、その業務を履行することができないか。 

（８）仕様書、契約書等は、適切に作成されているか。 

（９）関係法令等に基づき、事務が適切に処理されているか。 

（10）社会情勢の変化等に対応し、随意契約を見直すことはできないか。 
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第５ 監査の主な実施内容 

  同時に実施した定期監査に併せて、委託契約における随意契約を対象に、あら

かじめ担当課に調査票の作成と関係書類の提出を求め、その結果を踏まえて関係

職員から説明を聴取するなどの方法により監査を実施した。ただし、市契約規則

第 21条に規定する随意契約（少額契約）、プロポーザル方式の契約、国または地

方自治体を契約先とする契約は監査対象外とした。 

 

第６ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 

監査委員室 

（２）実施日程 

令和４年 11月 17日、22日、24日 

 

第７ 監査の状況 

（１）令和４年度定期監査資料の単価契約、委託契約及びその他の契約調におけ

る契約について定期監査の対象となった課毎の契約件数は、次のとおりであ

る。 
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一般会計 12 12 4 7 2 2 6 20 3 12 13 17 5 14 8 137

特別会計 2 5 7

計 12 14 4 7 2 2 6 20 3 17 13 17 5 14 8 144
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（２）定期監査の対象となった契約のうち委託契約について 

定期監査の対象となった契約のうち委託契約の件数は、次のとおりである。 
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一般会計 10 11 2 3 2 2 3 14 3 8 12 14 1 9 6 100

特別会計 2 5 7

計 10 13 2 3 2 2 3 14 3 13 12 14 1 9 6 107
 

 

 

（３）委託契約のうち随意契約について 

委託契約のうち随意契約の件数は、次のとおりである。 
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一般会計 6 8 1 1 1 1 3 11 2 6 6 4 1 6 2 59

特別会計 1 5 6

計 6 9 1 1 1 1 3 11 2 11 6 4 1 6 2 65
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（４）随意契約条項の適用状況について 

委託契約における随意契約 65件のうち、地方自治法施行令第 167条の２第

１項（随契理由）の各号の適用状況は、次のとおりである。ただし、６件は、

監査対象外となるプロポーザル方式の契約、国または地方自治体を契約先と

する契約である。 
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第2号 1 4 1 1 1 2 9 1 8 4 3 1 6 42

第3号 5 3 1 2 2 13

第5号 1 1

第6号 2 1 3

計 6 9 1 1 1 1 2 10 2 8 6 3 1 6 2 59
 

 

〔参 考〕 

 

地方自治法施行令第 167条の２第１項（随契理由）の各号

第１号

第２号

第３号

第４号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

時価に比して著しく有利な価格で契約締結できる見込のあるとき

競争入札に落札者のないとき

落札者が契約を締結しないとき

江南市契約規則で定める額を超えないもの

性質又は目的が競争入札に適しないもの

特定の施設等からの買い入れ等（福祉目的）

長の認定業者からの買い入れ等（新規開拓事業）

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

競争入札に付することが不利と認められるとき

  
  



 

- 5 - 

第８ 監査の結果 

監査の結果、おおむね適正に執行されていると認められるが、以下のとおり一

部で改善・検討すべき点が見受けられたので、今後これらの事項に留意し、適正

な事務執行に努められたい。 

なお、監査で確認された軽微な事項等は、各担当課に是正を要望した。 

 

（改善・検討事項） 

 ①随意契約理由について（全庁的） 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項の適用号と随意契約理由が乖離してい

る契約が見受けられた、随意契約を行うことに疑義はないが、今後、契約事務

執行時においては、法令に基づきその内容について十分に精査されたい。 

  

②契約書の仕様書について（全庁的） 

   委託業務の内容について不明瞭な記載をしている事例が見受けられた。仕様

書には業務内容について明確に記載するとともに、トラブル回避のため経費の

負担割合、責任分担等についても必ず記載するように努められたい。 

 

  


